
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 １月２４日金曜日に、各学年で「人権」を

中心にした授業参観を行いました。自分も人

も大切にしていくために何ができるのかを問

い、それぞれの学年でテーマに従って授業に

取り組みました。子どもたちが懸命に考えた

り、発表したりする姿を見ていただけました。 

その後は懇談会を実施し、日常的な人権に 

関する話題をお家の方と 

話し合うことができました。 

子どもたちも大人も身近な 

生活の中から、人に寄り添う 

言葉かけや行動を目指して 

いきたいものですね。 

 

冬の訪れを感じたある朝のこと、A さんが「チョウチョをもってきてもい

い？」と聞くのです。「どうして？」と問い返すと、「家でチョウチョを飼っ

ているけど、冬になって近くにお花がないから。学校なら冬でも花がたくさ

ん咲いているから、そこに逃がしたいの。」というのです。もちろん、快諾し

ました。 

次の日、大きなかごを両手で抱えて登校してきた A さん。かごの中には、

チョウチョが 2 匹と羽化していないたくさんのさなぎが。逃がそうとかごの

ふたを開けてもチョウチョは出てきません。「とんとんと突っついたら？」と

提案すると、「かわいそうだから、ダメ。」と。そこで、私はチョウチョが指

にとまるまで待って、それからかごの外に出して、花の上にそっとおきまし

た。A さんはとても満足そうに笑みを浮かべました。自然と周りには子ども

たちが集まってきて、みんな口々にチョウチョについて知っていることを話

していました。 

そして次の日も大きなかごを抱えて A さんは登校してきました。かごの中

には 1 匹のチョウチョが。次は A さんが自分で指に乗せ、そっとかごから出

して花の上においてあげたのでした。（4 年生の国語の教科書にある『白いぼ

うし』を思い出しました。）生き物に対する心優しい姿に、私の心も温かくな

りました。 

春にはたくさんのチョウチョが戻ってきますように。 

 

 

 

 

 

 

文責：鈴木 宏紀 

京都市では毎年２月５日を「憲章の日」と定め、「子どもを共に育む京
都市民憲章の実践の推進に関する条例」において『子どもを笑顔で温かく
見守り、地域や社会の宝として育む「はぐくみ文化」が息づくまちづくり』
が進められております。洛央小学校の２階エレベーター前にも「京都はぐ
くみ憲章」の額があります。社会のあらゆる場で実践され、行動の輪を広
げられるように取組へのご協力を何卒よろしくお願いいたします。 

学校だより 

2月号
令和7年1月30日 

京都市立洛央小学校 

校長 鈴木 宏紀 

道端に白いぼうしを見つけたタクシー運転手の松井さんは、車に轢かれないように白
いぼうしを持ち上げると、中からモンシロチョウが。そして、ぼうしには男の子の名前が。
悪いことをしたと思った松井さんは代わりに母親が送ってくれた夏ミカンをぼうしの中に。
車に戻ると女の子が乗っていて「なの花よこ町まで」と。少し行くと女の子はいなくなり、
窓の外にはたくさんの白いチョウが。松井さんがそれをぼんやりとみていると「よかった
ね」「よかったよ」と小さな小さな声が聞こえてくるのでした。【『白いぼうし』要約】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下校、放課後について 

２月３日（月）から午後４時３０分下校となります。放課後に運動場で居残り遊びをするこ

とができます。お知りおきください。 

３月の主な行事予定 

４日（火）授業参観・懇談会 

５日（水）京都モノづくりの殿堂・工房学習（４年） 

１４日（金）～１９日（水）５時間授業・完全下校 

2１日（金）卒業式   ２４日（月）修了式 

2５日（火）～春季休業   

3月の給食費のお知らせ 

３月分の給食費は、学年ごとに生じるパン及び米飯量による年間分の差額を調整させていただきます。 

※（）内の金額は、牛乳アレルギーで飲用を停止している児童の金額 

 １・２年 ３，２４０円（２，０２６円） ３・４年 ３，９２０円（２，７０６円） ５・６年 ４，７００円（３，４８６円）※５・６年調整なし 

３月分の預り金は２月２５日（火）に引き落としいたします。ご確認ください。 


